
土
地
の
適
正
な
管
理
、
合
理
的
な
利
用
及
び
よ
り
効
果
的
な
利
用
に
よ
り
地
域
経
済
の
発
展
及
び
生

活
の
向
上
を
図
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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和
五
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月
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日
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知
事
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用
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経
済
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展
及

び
生
活
の
向
上
を
図
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例
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附
則

土
地
は
、
人
々
の
産
業
活
動
や
生
活
の
礎
で
あ
り
、
土
地
政
策
の
基
本
的
役
割
は
、
経
済
の
持
続
的

な
発
展
と
質
の
高
い
生
活
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
、
自
然
的
、
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
諸
条
件

に
応
じ
た
適
正
な
管
理
と
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
近
世
以
降
、
土
地
は
公
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
時
代
に
個
人
所
有

を
前
提
と
し
た
制
度
が
敷
か
れ
、
現
代
に
お
い
て
は
個
人
の
財
産
権
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
土
地
が
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
特
性
を
有
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
公
共
の
利
益
の

た
め
に
土
地
を
用
い
る
意
識
が
希
薄
化
し
、
専
ら
土
地
の
私
有
財
産
と
し
て
の
側
面
が
強
く
意
識
さ
れ

て
い
る
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
土
地
に
関
す
る
法
制
度
の
多
く
は
人
口
増
加
と
経
済
成
長
が
両

立
し
た
時
代
に
整
備
さ
れ
た
規
制
を
基
調
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
人
口
減
少
社
会
に
移
行
し
た
地
方
の

実
情
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
本
県
に
お
い
て
は
、
貴
重
な
歴
史
文
化
遺
産
や
豊
か
な
自
然
環
境
、
良
好
な
田
園
風
景
な
ど

比
類
の
な
い
風
土
や
質
の
高
い
景
観
が
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
人
口
増
加
と
経
済
成
長
が
両
立
し
た
時

代
に
は
、
こ
れ
を
守
り
つ
つ
、
主
に
大
阪
府
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
、
住
宅
地
の
整
備
を
中
心
に
土

地
政
策
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
環
境
が
大
き
く
変
容
し
人
口
減
少
や
高

齢
化
が
進
行
す
る
中
で
、
空
き
家
や
耕
作
放
棄
地
な
ど
管
理
が
十
分
に
行
き
届
か
な
い
土
地
が
増
加
し

て
い
る
こ
と
や
、
本
県
の
持
続
的
発
展
に
向
け
て
、
高
い
効
用
の
発
揮
が
見
込
ま
れ
る
土
地
の
利
用
が

低
水
準
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
土
地
に
関
す
る
新
た
な
課
題
が
顕
在
化
し
て
お
り
、
そ
の
対
応
が



強
く
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
本
県
の
実
情
に
即
し
た
土
地
の
管
理
と
利
用
の
あ
り
方

に
つ
い
て
県
民
等
が
理
解
し
、
土
地
所
有
者
等
そ
の
他
の
土
地
の
管
理
と
利
用
に
係
る
す
べ
て
の
関
係

者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
の
協
力
の
下
、
各
般
の
取
組
を
進
め
、
本
県
の
優

れ
た
風
土
及
び
景
観
を
維
持
し
、
及
び
向
上
さ
せ
つ
つ
、
脱
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
を
図
り
、
経
済
の
自
立
と

地
域
の
持
続
的
な
発
展
を
実
現
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
、
土
地
の
適
正
な
管
理
、
合
理
的
な
利
用
及
び
よ
り
効
果
的
な
利
用
の
県
全
域
へ
の
浸
透
を

促
し
、
地
域
経
済
の
持
続
的
な
発
展
及
び
県
民
が
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会

の
実
現
を
図
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
、
合
理
的
な
利
用
及
び
よ
り
効
果
的
な
利
用
（
以
下
「

土
地
の
適
正
な
管
理
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
基
本
理
念
等
を
定
め
、
土
地
所
有
者
等
、
県
及
び

県
民
等
の
責
務
並
び
に
市
町
村
等
と
の
連
携
及
び
協
力
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
土
地

の
適
正
な
管
理
等
に
関
す
る
施
策
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
土
地
所
有
者
等
、
近
隣
住
民
等
、
市

町
村
等
そ
の
他
の
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に
係
る
関
係
者
の
協
力
の
下
、
そ
の
施
策
を
総
合
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
地
域
経
済
の
持
続
的
な
発
展
及
び
県
民
が
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

土
地
所
有
者
等

土
地
の
所
有
者
又
は
土
地
を
使
用
収
益
す
る
権
原
を
有
す
る
者
を
い
う
。

二

近
隣
住
民
等

土
地
の
近
隣
の
住
民
、
当
該
土
地
を
区
域
に
含
む
自
治
会
そ
の
他
の
当
該
土
地

の
適
正
な
管
理
等
に
関
わ
る
者
又
は
団
体
（
こ
れ
ら
の
者
が
当
該
土
地
の
土
地
所
有
者
等
で
あ
る

場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
。

三

関
係
機
関
等

国
そ
の
他
の
関
係
機
関
（
市
町
村
を
除
く
。
）
又
は
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に

関
わ
る
取
組
の
推
進
を
担
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
を
い
う
。

四

県
民
等

県
民
又
は
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に
関
わ
る
者
若
し
く
は
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

土
地
の
適
正
な
管
理
等
は
、
土
地
の
所
在
す
る
地
域
の
諸
条
件
に
応
じ
て
、
本
県
の
優
れ
た



風
土
及
び
景
観
の
維
持
及
び
向
上
並
び
に
本
県
の
経
済
的
自
立
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
の
持

続
的
な
発
展
に
資
す
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

土
地
の
適
正
な
管
理
は
、
周
辺
の
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
へ
の
危
害
の
発
生
並
び
に
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
等
へ
の
悪
影
響
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
。

二

土
地
の
合
理
的
な
利
用
は
、
地
域
の
価
値
の
維
持
及
び
向
上
、
地
域
経
済
の
持
続
的
な
発
展
並

び
に
県
民
が
安
心
し
て
快
適
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
、
土
地

の
所
在
す
る
地
域
の
諸
条
件
に
応
じ
て
、
土
地
の
効
用
を
持
続
的
に
発
揮
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て

行
わ
れ
る
こ
と
。

三

土
地
の
よ
り
効
果
的
な
利
用
は
、
土
地
の
よ
り
高
い
効
用
の
発
揮
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
、
若

者
の
雇
用
の
創
出
、
に
ぎ
わ
い
の
創
出
等
を
通
じ
て
地
域
の
持
続
的
な
発
展
を
実
現
す
る
た
め
、

土
地
所
有
者
等
及
び
近
隣
住
民
等
の
協
力
の
下
、
土
地
の
効
用
を
更
に
発
揮
す
る
こ
と
を
旨
と
し

て
行
わ
れ
る
こ
と
。

２

土
地
の
適
正
な
管
理
等
は
、
土
地
の
所
在
す
る
地
域
の
諸
条
件
に
応
じ
て
、
土
地
所
有
者
等
、
近

隣
住
民
等
、
関
係
機
関
等
、
市
町
村
及
び
県
が
、
当
該
地
域
の
課
題
を
踏
ま
え
た
将
来
の
地
域
の
あ

り
方
及
び
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
に
つ
い
て
認
識
を
共
有
し
、
及
び
相
互
に
協
力
し
な
が
ら
、
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
共
の
福
祉
と
の
適
合
）

第
四
条

土
地
は
、
現
在
及
び
将
来
に
お
け
る
県
民
の
た
め
の
限
ら
れ
た
貴
重
な
資
源
で
あ
る
こ
と
、

県
民
の
諸
活
動
に
と
っ
て
不
可
欠
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
、
土
地
の
管
理
及
び
利
用
が
他
の
土
地
の
管

理
及
び
利
用
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
公
共
の
利
害
に
関
係
す
る
特
性
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
土
地
の
特
性
に
応
じ
た
管
理
及
び
利
用

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
所
有
者
等
の
責
務
）

第
五
条

土
地
所
有
者
等
は
、
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
及
び
前
条
に
規
定
す
る
公
共
の
福
祉
と

の
適
合
の
考
え
方
（
以
下
「
基
本
理
念
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
の
っ
と
り
、
土
地
の
適
正
な
管
理

を
行
う
責
務
を
有
す
る
。

２

土
地
の
所
有
者
は
、
前
項
の
責
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
に
関
す
る

登
記
手
続
そ
の
他
の
権
利
関
係
の
明
確
化
の
た
め
の
措
置
及
び
当
該
土
地
の
所
有
権
の
境
界
の
明
確

化
の
た
め
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



３

土
地
所
有
者
等
は
、
基
本
理
念
等
に
の
っ
と
り
、
土
地
の
合
理
的
な
利
用
を
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

土
地
所
有
者
等
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施

策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
の
責
務
）

第
六
条

県
は
、
基
本
理
念
等
に
の
っ
と
り
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
責
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
土
地
所
有
者
等
に
よ
る
土
地
の
適
正
な
管
理

及
び
合
理
的
な
利
用
の
責
務
の
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
土
地

所
有
者
等
に
よ
る
責
務
の
遂
行
が
困
難
な
場
合
に
は
、
近
隣
住
民
等
に
よ
る
当
該
責
務
の
遂
行
を
補

完
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

３

県
は
、
土
地
の
よ
り
高
い
効
用
の
発
揮
が
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
地
域
の
持
続
的
な
発
展
を
実
現

す
る
た
め
、
土
地
の
よ
り
効
果
的
な
利
用
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
の
責
務
）

第
七
条

県
民
等
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
の
実
現
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
理
解
及
び
関
心
を
深
め

る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
の
連
携
及
び
協
力
）

第
八
条

県
は
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
が
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に
関
し
重
要
な
役
割
を
有
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
連
携
し
、
及
び
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

基
本
的
施
策

（
土
地
の
適
正
な
管
理
等
の
実
現
）

第
九
条

県
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、

及
び
協
力
し
て
、
宅
地
、
農
用
地
、
森
林
そ
の
他
の
土
地
の
区
分
に
応
じ
た
管
理
の
水
準
に
つ
い
て

の
県
民
等
へ
の
周
知
、
土
地
所
有
者
等
及
び
近
隣
住
民
等
に
対
す
る
相
談
体
制
及
び
支
援
体
制
の
整

備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
土
地
の
合
理
的
な
利
用
を
実
現
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
及
び

協
力
し
て
、
宅
地
、
農
用
地
、
森
林
そ
の
他
の
土
地
の
区
分
に
応
じ
た
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
取

組
等
に
対
す
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。



３

県
は
、
土
地
の
効
用
を
更
に
発
揮
す
る
、
土
地
の
よ
り
効
果
的
な
利
用
を
実
現
す
る
た
め
、
土
地

の
利
用
に
係
る
計
画
の
策
定
及
び
実
施
の
仕
組
み
の
構
築
、
当
該
仕
組
み
の
普
及
促
進
そ
の
他
の
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
相
談
体
制
及
び
支
援
体
制
の
整
備
）

第
十
条

県
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、

及
び
協
力
し
て
、
市
町
村
等
に
よ
る
土
地
所
有
者
等
及
び
近
隣
住
民
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
体
制

の
整
備
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
前
項
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
し

て
、
土
地
所
有
者
等
及
び
近
隣
住
民
等
に
対
す
る
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
体
制
を
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。

（
土
地
利
用
等
地
域
計
画
の
策
定
）

第
十
一
条

県
は
、
将
来
に
お
い
て
よ
り
高
い
効
用
の
発
揮
が
特
に
見
込
ま
れ
る
土
地
に
関
し
、
区
域

区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
を
い
う
。
）
の
案
の
作
成
そ
の
他
の
土
地
の
よ
り
効

果
的
な
利
用
を
推
進
す
る
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
土
地
利
用
等
地
域
計
画
を
策
定
す
る

も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
土
地
利
用
等
地
域
計
画
を
策
定
す
る
場
合
は
、
前
項
の
施
策
に
関
係
が
あ
る
土
地
所
有
者

等
そ
の
他
の
当
該
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に
関
わ
る
者
又
は
団
体
と
の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。

３

土
地
利
用
等
地
域
計
画
が
策
定
さ
れ
た
場
合
は
、
土
地
利
用
等
地
域
計
画
に
係
る
地
域
の
土
地
の

利
用
に
係
る
関
係
者
は
、
土
地
利
用
等
地
域
計
画
に
基
づ
く
取
組
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

４

県
は
、
市
町
村
が
土
地
に
係
る
地
域
課
題
の
解
決
の
た
め
に
土
地
利
用
等
地
域
計
画
を
策
定
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に
関
す
る
情
報
の
収
集
等
）

第
十
二
条

県
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
の
状
況

に
つ
い
て
、
情
報
を
収
集
し
、
及
び
分
析
し
、
定
期
的
に
発
信
す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
等
の
理
解
の
増
進
）

第
十
三
条

県
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
の
実
現
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
等
の
理
解
を
深
め
、

そ
の
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
し
て
、
啓
発
そ
の



他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
及
び
育
成
）

第
十
四
条

県
は
、
土
地
所
有
者
等
、
近
隣
住
民
等
、
関
係
機
関
等
及
び
市
町
村
と
の
適
切
な
役
割
分

担
を
踏
ま
え
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
取
組
を
継
続
的
に
担
う
人
材
の
確
保
及

び
育
成
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

そ
の
他
の
措
置

（
土
地
の
適
正
な
管
理
等
に
関
す
る
実
施
方
針
）

第
十
五
条

知
事
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推

進
を
図
る
た
め
の
実
施
方
針
（
以
下
「
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
実
施
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
奈
良
県
国
土
利
用
計
画
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
実
施
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
実
施
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
に
対
す
る
支
援
）

第
十
六
条

県
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
支
援
す

る
た
め
、
当
該
市
町
村
に
対
し
て
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
施
策
の
効
果
の
検
証
等
）

第
十
七
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
に
基
づ
き
県
が
講
じ
た
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の

施
策
に
つ
い
て
、
奈
良
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
に
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
効
果
の
検
証
等
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
八
条

県
は
、
土
地
の
適
正
な
管
理
等
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
効
果
的
か

つ
効
率
的
に
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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